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十六世紀フランスにおける寛容に関する諸概念について（上）

和　田　光　司

Ideas of Tolerance in Sixteenth Century France

Mitsuji WADA

　This paper intend to revise ideas of tolerance in sixteenth century France.　Discussions of toler-

ance have always caused confusion  due to the fact that there has been no discernment between his-

torical ideas, i.e., those used, in fact, in the early modern France, and analytical ones used by later 

writers and scholars.　Furthermore, the latter have never been neutral.　This paper, influenced by 

two previous studies, attempts to reconstruct the history of these ideas, starting with the analysises 

of “Clémence” and ”Tolérance”.

は　じ　め　に

　「寛容」（トレランス，tolérance）は現代の多元主義的思潮においても重要な論題である。しかし，

従来の寛容史研究においては，過去の寛容思想，あるいはその実践を分析・著述するのに際し，寛

容概念の歴史性についての認識を曖昧にしたままで，現在の肯定的価値としての「寛容」の語が無

批判に用いられるのが常であった。そのためいわゆる学術的な分析的概念としての「寛容」と，歴

史的概念としての「寛容」との間に混同が生じていた。また学術的用語としても，イデオロギー的

性格が強く，加えて誰のどのような概念であるかという定義が問われることもほとんどなく，極め

て曖昧なものに止まっていたと思われる。こうして寛容史の叙述を巡り，二重の混乱が生じていた

のである。

　それまでは否定的に見られていた「トレランス」の語が，十七世紀末にジョン・ロックとピエー

ル・ベールという２名の哲学者により近代的徳目に変化したことは，広く知られている。しかし十

七世紀以前に，非主流宗派の一時的，あるいは永続的許容についての言説がどのような概念によっ

て構築されていたのか，また「トレランス」の語は具体的にどのように使用されていたのかといっ

た問題については，ほとんど明らかにされることはなかった。このような状況に衝撃を与えたのは，

奇しくも同じ１９８４年に発表された二つの研究である。アメリカの言語学者ウィリアム・Ｈ・ヒュー

〈原著論文〉
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ズマンは，１６世紀中期のフランスにおける「トレランス」の語の具体的使用法を明らかにする
∏
。こ

の研究は，翌年のナント王令廃止３００周年の機会にジャン・ドリュモーによってフランスに紹介され，

広く寛容概念の歴史性への関心を呼び起こすことになった
π
。一方，スイスの宗教史家マリオ・チュ

ルケッティは，それまで「寛容」の一語で括られてきた１６世紀の諸思想の中に，「寛容」（トレラン

ス）と「一致」（コンコルド，concorde）という異なる思想類型を見出す
∫
。この研究は厳密には歴

史的概念を扱ったものではなかったが，この分野の研究にとっても大きな刺激となった。フランス

では彼の研究は徐々に紹介され，特に１９９３年より関心が高まり，１９９８年のナント王令４００周年祭の学

術的側面に大きな影響を及ぼした
ª
。

　本論では，両研究を紹介しつつ，十六世紀の非主流宗派の許容に関する諸概念について，整理を

試みたものである。当然ながら，この研究を網羅的に行おうとすれば，大変な労作になるであろう。

この小論ではいくつかの要点に絞って考察を試みたにすぎない。

　十六世紀前半のフランスは王権が比較的安定しており，この時期には，異端とされたカルヴァン

派への迫害停止と許容，またプロテスタント内部での非主流派への対応が主要な論点となった。

１５５９年のアンリ２世の死を境に，宗教的政治党派が台頭し，フランスは政治的な混乱期に入る。国

内の再統一が主要な論点となり，政治と宗教の区別を説き王権を擁護する，法学者を中心としたポ

リティーク派が現れる。本稿でも扱うジャン・ボダン，エチエンヌ・パキエ，ミシェル・ド・ロピ

タルなどはこの派に属する。このように十六世紀のフランスは前半と後半とで様相が異なり，いわ

ゆる寛容に関する諸概念を考える際にも，この時代差は十分考慮する必要があろう
º
。

　史料として用いたのは，まず十六世紀フランスの代表的な寛容論と一般に見なされている著作。

具体的には，Ａ：セバスチャン・カステリオンの手による『異端論』（１５５４，ラテン語版，仏語版）

及び『悩めるフランスへの忠告』（１５６２）
Ω
。Ｂ：ジャン・ボダンの『国家論』（１５７６，特に宗教政策

に関する第４部，第７章）及び『ヘプタプロメーレス（七賢人の対話）』（遺稿，ラテン語版及び十

七世紀初期の匿名による仏語訳版，特に宗教共存に関する最終部）
æ
。Ｃ：匿名の『親裁顧問会議の

王侯貴族への忠告』（１５６１，一般にエチエンヌ・パキエの作と考えられることが多い）
ø
。Ｄ：大法

官ミシェル・ド・ロピタルの代表的な演説（１５６０，オルレアン全国三部会，１５６１，ポワシー会談，

ポントワーズ全国三部会）や国王宛覚書（１５７０『戦争と平和の目的』，１５６８『平和の理由と許容に

ついての論説』）などである
¿
。第二に，ナント王令などの宗教戦争期の平和王令

¡
。第三に，ナン

ト王令後に出されたこの体制に関する王権側の弁証的諸論考。第四に，近世フランスの代表的なフ

ランス語辞典。具体的には，ロベール・エチエンヌ（１５４９）
¬
，ジャン・ニコ（１６０６）

√
，ヴォージュ

ラ（１６４７）
ƒ
，リシュレ（１６８０，及び第４版１７１９［１７０９］）

≈
，フュルチエール（１６９０，及び第２版１７０２

［バナージュ・ド・ボーヴァルによる改訂］）
∆
，ジル・メナージュ（１６９４）

«
，アカデミー・フラン

セーズ（１６９４，及び第３版１７４０）
»
トレヴー（１７７１）

…
，百科全書（１７５１－１７７２）

 
などである（エチ

エンヌに関しては，１５６１年版の仏羅辞典も用いた）。
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１．クレマンスとドゥスール

　まずトレランスに先立ち，クレマンス（clémence，ラテン語ではクレメンティア，clementia）に

ついて述べることにする。この語は日本語への翻訳において一般に「寛容」と訳されるため，トレ

ランスと混同されることが多く，この場で整理を与えておくことも無駄ではないだろう
À
。クレマ

ンスとは何か。近世フランスの主要な辞典によれば，それは上位者，特に君主による，為すべき処

罰を軽減あるいは免除しようとする態度である。これだけ見れば後に述べる同時代のトレランスと

類似している点もあるが，クレマンスは「徳」であることが決定的に異なる。対象について，特に

敗者や，君主への非礼を行った者が言及されていることは，この徳としての性格をよく示している

（アカデミー，トレヴー，フュルチエール，リシュレ，百科全書）
Ã
。

　クレマンスと宗教問題との関わりであるが，結論を先に述べれば，全く無関係ではないにせよ，

この概念が近世フランスの非主流派宗派の許容において中心的役割を担ったとは考えにくい
Õ
。ま

ず，クレマンスで注目に値するのは，若き日に『セネカ「寛容論」注解』（１５３２）を書いたジャン・

カルヴァンであろう。しかし，彼の興味はいわゆる人文主義的な文芸に関するものであり，同時代

の宗教迫害への関心は見られない
Œ
。後に『キリスト教綱要』（１５３６）のフランソワ１世への序文に

おいて，フランスにおける宗教迫害の停止を要請するが，そこで中心となるのは「真の宗教の擁護」

であり，クレマンスの語が用いられてはいるものの，この議論の根幹に位置するわけではない
œ
。

　おそらく１６世紀において最も問題となるのは，セルヴェトゥス事件をめぐってカルヴァンと対立

したカステリオンの用例であろう。一般にクレマンスについて重要であるのは douceur（ドゥスー

ル，優しさ）との関係である。辞典においてもクレマンスは，「douceur」（エチエンヌ）
–
，「douceur

へ向かう徳」（リシュレ，百科全書―シャロンの引用），あるいは「敗者を doucement（手柔らか）

に扱うこと」（フュルチエール）と定義されている。クレマンスは douceurという徳の下位概念で

あり，これが処罰という局面において現れたものと解することができよう。このことはカステリオ

ンの著作においても確認できる。まず異端迫害の停止を訴える『異端論』であるが，これは偽名に

よる自筆の部分と他の著者の作品からの引用部分とからなる。自筆部分では，最も言及されている

徳はドゥスールで，計１７回。続いてクレマンスが１６回。その他 miséricorde （憐れみ）と bénignité 
ミゼリコルド ベニニテ

（親切）の７回， charité （愛）の６回， patience （忍耐）の５回が続く。そしてクレマンスの１６回の
シャリテ パシアンス

うち，８回はドゥスールとの併記である。他者からの引用部分でも，ドゥスールが２３回，クレマンス

が７回（うち４回がドゥスールとの併記），équité５回となっている。クレマンスはドゥスールに対

して二次的・補完的に用いられているにすぎないのである。そしてこれらの徳に対立する悪徳であ

るが， cruauté （残忍さ）が突出した印象を与えており，（自筆部分３９回，引用部分２２回）これに
クリュオーテ

 violence （暴力）が続く（自筆部分８回，引用部分９回）。このように，少なくとも徳に関しては
ヴィオランス
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cruauté / douceur　（＋ clémence）が『異端論』の基本形となっている（補注参照）。

　十六世紀後半の騒乱期に入ると，王権の弱化もあり，個人的徳についての言及は少なくなる。象

徴的であるのはカステリオンの変化である。『悩めるフランスへの忠告』では，悪徳の violenceが

２２回，cruautéが７回を数えるのに対し，徳目は十種以上出ているにもかかわらず débonnaire（温

厚）が最多の３回で，douceurも２回しかない。決定的な徳がなく，断片的でまとまりのない印象

が残る。これは君主の個人的力量に依存できないフランスの状況の反映と解釈することも可能かも

しれない。ポリティーク派については，ボダンの『ヘプタプロメーレス』最終部もパキエも様々な

徳を述べているが決定的という程ではなく，カステリオンと同じく分散した印象である。ロピタル

のオルレアン三部会とポワシー会談での演説では，例外的に個人的徳が強調されている（douceur４

回，bénignité２回，patience，charité１回）。平和王令の序文においても，douceurを中心として

一月王令（douceur，bénignité，clémence），アンボワーズ王令（douceur），ブーローニュ王令

（douceur），ベルジュラック王令（bénignité，miséricorde）
—
，ナント王令（patience）

“
などに個人

的徳が見られるが，全般的に時代が進むにつれ印象が薄い。ナント王令後の４種の弁証論（後述）

でも個人的徳への言及はあまり見られないが，匿名の『平和王令の遵守による国家の一致について』

（１５９９）
”
では例外的にその記述が存在し，douceurが６回，クレマンスが４回語られている

（ patience も７回語られているが，これはナント王令後の新たな状況として後述する）。このクレマ
パシアンス

ンスは王による宗教戦争での諸活動の免責に関するものであり，宗教の容認には用いられていない。

　以上のように，十六世紀後半においても中心的な個人的徳は douceurといえそうである。この時

代になると後述する集合的徳の方が前面に押し出されるようになり，個人的徳は副次的なものにす

ぎなくなる。上記の様々な用例においても，個人的徳は，あくまでも集合的徳に益するがゆえに言

及されているのである。douceurが用いられ続けたのは，それが君主の徳に止まらず，水平的な徳

でもあったからであろう
‘
。ちなみに douceurにはラテン語に直接的な対語がなく

’
，極めてフラン

ス的な概念といえる。douceurについては今後の研究の余地があろう。

２．トレランス

　古代よりすでにラテン語の動詞 tolero ，及び名詞形の tolerantia が存在したが，これは「肉体的・
トレロー トレランティア

精神的苦痛に耐えること，忍耐」を意味し，主として医学や哲学の文脈で使用された。ただしこの

意味では， fero ， perfero ， patior といった語の方がより多く使用されている。tolero や tolerantiaは
フェロー ペルフェロー パティオル

中世を通じて同様に使用される。toleroに関しては宗教的文脈でも用いられたが，それは例外的で

あった
÷
。このラテン語から同じ「苦痛に耐えること」を意味するフランス語の動詞 tolérer と名詞

トレレ

 tolérance が派生した。グレマスとキーンによれば１４世紀後期には既にその使用が見られるという
◊
。

トレランス

特に注意すべきことは，これらの語の使用例が１７世紀後半まで非常に少ないことで，この点に関し

十六世紀フランスにおける寛容に関する諸概念について（上）
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て研究者の見解は一致している
ÿ
。

　フランス語においては「苦痛に耐えること」から「大目に見ること」の意味が派生し，１６世紀に

はこの意味での宗教への適用も一般化した
Ÿ
。その具体的な使用法を分析したのが，前出のヒュー

ズマンである
⁄
。彼は特に１５５９年から１５６５年にかけてのプロテスタントの容認問題についてのパン

フレットを分析したが，その研究は極めて手堅く，信頼に足るものと考えられる（カステリオン

『悩めるフランスへの忠告』，パキエ『親裁顧問会議の王侯貴族への忠告』も対象に含まれている）。

ここでその分析結果を紹介しよう。まず第一に，当時のトレランスは上の権力者から下の臣民へ向

けられた垂直的なものであり，今日一般に考えられているような水平的な関係ではなく，また個人

の信仰の自律性を前提にしたものでもない。第二に，この時期に tolérant 　（トレランスのある
トレラン

（人））や intolérant （トレランスのない（人））といった主体の性格を規定する派生語は現れていな
アントレラン

い。トレランスは未だ態度や心理状態ではなく，また倫理や哲学的原則でもない。それは，公的に

なされる具体的・個別的「処策」である。

　第三に，否定的ニュアンスである。ヒューズマンによれば，トレランスの宗教的用法の意味は，

「誰もが認めるある明白な悪に対して，本来法的権威が為すべき処罰を意図的に差し控えること」で

ある。宗教問題に特化してはいないが，当時の通念で異端が悪と見なされたため，これに適用され

たのである。トレランスの語は対象が悪であることを意味し，よってトレランスという行為それ自

体も，本来望ましからざるものというニュアンスを帯びた
¤
。当時 maison de tolérance（トレランス

の家）とは「娼家」を意味した。また tolérable（許容しうる）と intolérable（耐えがたい）の両形

容詞が派生したが，後者の用例の方が圧倒的に多いことも，この否定的性格を物語っている。

　第四に曖昧さである。処罰の意識的な拒絶は，あたかも合法性を与えたかのような外見をもたら

し，ここから曖昧さが生じた。明瞭な承認でも否認でもない，それらの中間状態である。つまり異

端の問題について言えば，当時の用法において，tolérerや類似する endurer，souffrirといった言葉

は，一方で過激派カトリックの主張する abysmer，exterminer（滅亡させる），punir（罰する），

réprimer（譴責する），sévérité（厳しさ），rigueur（厳しさ）といった否定的な言葉と対立関係にあ

り，もう一方で積極的な許容を示す ayder（援助する），favoriser（優遇する）といった言葉とも対

をなしていた。

　第五に使い手である。悪を対象とする否定的性格のため，当事者のプロテスタント，及び彼らを

認めようとする穏健派カトリックは，tolélerや toléranceの語を類似語の endurer や souffrir と共に避
アンデュレ スフリール

けようとした。むしろ彼らはより積極的な容認を表す permettre （許可する）やその名詞形
ペルメトル

 permission （許可）を用いようとする。これらの語はトレランスと同じく権力者側からの行為を表
ペルミシオン

したものであるが，善悪とは関係なく中立的であった。法的ニュアンスがより強く，個々の具体的

権利の公的承認を意味し，この場合にはプロテスタントがアンシャンレジームという社会システム

の中に公的に組み込まれることを意味した。一方 tolérerは，処罰の停止を越えた積極的方策の有無

十六世紀フランスにおける寛容に関する諸概念について（上）
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に関しては不明瞭であった。

　トレランスを用いたのは過激派カトリックの側であり，tolérerはできないという否定的用法が主

であった。tolérerと共に endurer，souffrirも用いられたが，これらの語の間に本質的相違はなく，

tolérerが特別な位置を占めていたわけではなかった
‹
。いずれにせよ，十六世紀中期において，

tolérerや toléranceはどちらの側にも受け入れられていなかったのである。

　以上のようなヒューズマンの説は，ボダンの『ヘプタプロメーレス』最終部（仏訳）やロピタル

にも妥当するものである。両者ともに permettreは用いるが，tolérerは用いていない。カステリオ

ンの『異端論』においても同様である
›
。
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